
は　じ　め　に

　世田谷区は、いつまでも住み続けたい「魅力あふれる安全・安心のまち」の実現をめざ

しています。

　　そうしたまちづくりの目標として、

　　①　災害に強い快適な都市と建物づくり

　　②　高齢者や身体障害者などにやさしい建物とまちづくり

　　③　住み続けられるまちづくり

　　④　水と緑が豊かで美しいまちなみのあるまちづくり

　などの実現が求められています。

　　これらの目標達成のための手だてとして、

　・まちづくりへの区民参加を定めた「街づくり条例」

　・住まうことの権利とうるおいのある住環境をめざした「住宅条例」

　・人にやさしい建物づくりをめざした「ユニバーサルデザイン推進条例」

　・環境改善へのとりくみと環境共生をめざした「環境基本条例」

　・地域環境に調和した良好な住環境の維持・向上をめざした「建築物の建築に係る住環

境の整備に関する条例」

　・みどり豊かな住環境づくりをめざした「みどりの基本条例」

　・魅力ある風景を保全、創造し、地域の個性や価値を高める「風景づくり条例」

　などの制定を行い、将来に向けた取り組みを始めています。

　　建築物の建築等をしようとする方は ､ 法律や条例を守るだけでなく、周辺環境に配慮

し、少しずつ「まち」を良くしていくような姿勢が望まれます。「まち」は、一つ一つ

の建物が近隣の街並みと互いに調和・協調し、美しく快適で安全になってこそ、良くな

っていきます。

　　このガイドは、みなさんが世田谷区で家を建てる時やまちづくりについて考える時、

必要と思われることをまとめたものです。建物を建てる時のルールである「建築基準法」

を守ることはもちろんですが、すぐれた居住環境を守り育てていくには、区民、企業、

専門家、行政等の協働と連帯によることなしには実現できません。

このガイドの使われ方については、

　①　建築主に読んでいただく

　②　まちづくり・建物づくりを考える時に読んでいただく

　③　専門家の方に法令・条例・要綱などの概要を知っていただく

などを目的に編集しております。

　このガイドが手掛かりとなり、ひとつひとつの建築行為やまちづくりを通して、区

民、企業、専門家、行政等が「協働と連帯」を広げ、いつまでも住み続けたい「魅力

あふれる安全・安心のまち世田谷」を実現することができれば幸いです。
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